
閲覧用 

 

 

 

千葉県独自分積算基準 

（農業農村整備事業） 

 

令和８年５月１日適用 

 

 

 

 

 

千葉県農林水産部耕地課 

  



 

本書の取扱いに関する留意事項 

 

１ 取扱い 

本書は、千葉県農林水産部の積算基準（農業農村整備事業）を一般公開す

るために作成したものであり、この取扱いは「千葉県農林水産部の積算基準

（農業農村整備事業）の公開に関する事務取扱要領」（令和４年４月１日施行）

に基づくものである。 

 

２ 適用範囲 

本書は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業の工事及び委託業

務における積算において適用する。 

 

３ 適用日 

令和８年５月１日 

 

４ 公開内容 

 本書の公開内容は次のとおりである。 

（１）令和８年度 地すべり調査業務の歩掛等 

 

５ 公開期間 

 本書の公開期間は、適用日から１年間である。 

 

６ 問い合わせ 

 本書の内容について、電話等による問い合わせには対応していない。 

 














